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新たな産業活性化拠点構築事業（旧池尻中学校跡地施設活用事業）に関する 

説明会の開催結果まとめ 

 

１ 開催日時・場所 

令和７年２月２５日（火） １８時３０分～２０時４８分 せたがやがやがや館 

                １８：３０-１８：５６ 開会挨拶、出席者紹介、事業説明 

                １８：５６-２０：４８ 質疑応答   

 

２ 説明者 

（経済産業部）経済課長、工業・ものづくり・雇用促進課長 

 （運営事業者）方方株式会社、小田急電鉄株式会社 

         

３ 参加者 

 １６名 

 

４ 質疑応答要旨  

 ご質問・ご意見 区の考え方 

1 屋上は不特定多数の利用を控えるとの

ことだが、イベントの頻度や、騒音時にはど

こに連絡すればよいか。 

事業者と打合せ中で具体的な頻度はまだ決定し

ていませんが、毎日は想定していなく、月に数回程

度を想定しています。何かあった際の連絡先は、事

務所の連絡先をホームページ等に記載する予定で

す。（事業者） 

2 コンポストの臭いについて蓋を閉めて対

策するとのことだが、利用者の蓋の適切な

管理をどうするのか。 

屋上の利用は必ず管理者が立ち会い、閉め忘れ

や異常がないか、日々見回りを行います。（事業者） 

3 飲食区画が７月に開業予定で、騒音に

ついても配慮するとのことだが、営業細則

には窓を閉めて営業するといったことを細

かく明記するつもりか。それとも努力目標な

のか。明確な形での騒音対策を記載される

のか。 

テラス等の利用もあるため、窓を閉めるといった具

体的な細則を定める想定はしておりません。常識的

に見て明らかに大声での会話や大騒ぎしているとい

ったことが頻発するような場合には、もう少し具体的

なルール決めが必要になるかとは思っています。こ

の施設で目指しているのは、大騒ぎするような飲食

店ではなく、世田谷らしい、ここにふさわしい、近隣

にご理解いただける店づくりを目指す店舗と考えて

います。（事業者） 

4 敷地の開放について、９時から２１時の

けやきネットの体育館利用の範囲でそれ以

外の時間帯は一般の方は進入禁止とのこ

とだが、店舗が２４時までの営業との関係は

どうなっているのか。 

体育館のけやきネットを通した利用は９時から２１

時ですが、施設全体としては最大２４時の営業を考

えており、一般の利用者の方も最大２４時まで滞在

し、それ以降は警備員により退去を促す体制を考え

ています。（事業者） 

5 警備員が見回るのは２４時を過ぎてから

か。 

２４時に施錠するため、それより前に見回りを行う

予定です。（事業者） 



2 
 

6 ロープの設置について、ロープだけだと

悪意のある人やわざと入ろうとしている人に

は何の意味もない。なぜ門のようなしっかり

したものではなく、ロープなのか。 

 

 

 

 

 

ロープに拘るのはコストの面か。門とロー

プでは心理的な壁が違う。何か起こってか

らではなく、安全を考えれば事前に対策す

べきだと考えるが、なぜロープに拘るのか。 

ロープだけでなく立入禁止のようなサインも表示

する予定です。それでも入ってくる場合は不法侵入

として、警察に連絡する等の対応になりますが、効

果がない場合は、さらに対策を考えていかなければ

ならないと考えています。仮に門があったとしても悪

意があればいかようにも乗り越えられることを考える

と、今の想定ではロープによる施錠でと考えていま

す。（事業者） 

 

ご指摘のとおり、構造上の問題やコストの問題も

一部にはありますが、あえてここに入って何かをしよ

うということは想定しづらいと現時点では考えていま

す。（事業者） 

7 太陽光パネルについて、遮蔽パネルを

１.８ｍのものを設置し、さらにプールの底に

も設置することでトータル３m とのことだが、

イメージが付かず、もう少し詳しく教えて欲

しい。 

体育館棟屋上のプールには既に１．８ｍの遮蔽パ

ネルが設置されており、プールの底にも太陽光パネ

ルを置く予定なので、プールの底から見ると深さ１．

５m＋パネル１．８ｍで３ｍ程度の遮蔽ができるという

ことになります。（世田谷区） 

8 太陽光パネルの電力の使用目的はどう

いう想定か。 

校舎棟に敷設する２０枚については校舎棟の電

力として使用します。体育館棟に敷設する２２０枚に

ついては、１枚から一般の方への売電を想定してい

ます。また、災害時には避難所の予備電力として使

うことも想定しています。（世田谷区） 

9 飲食店について、７月から営業とのこと

だが、どういう店舗を目指しているのか。２４

時まで営業するとのことだが、これから夏の

シーズンで日が伸びてくるため、２４時まで

となると人によってはギリギリまで滞在する

ことが考えられる。飲んだ勢いで騒いだりす

る人が出てこないとも限らず、もう少し早い

時間での閉店はないのか。 

契約を進めている飲食店５店舗すべてが２４時ま

で営業するわけではなく、どの店舗が何時まで営業

するかは今打ち合わせを行っているところです。入

居予定の店舗は、コミュニティカフェの運営に長けて

いる店舗や、予約制の料理店などで、多くの人が賑

わって大騒ぎするような業態ではないため、２４時ま

で営業することで騒がしくなってしまうということはな

いものと想定しています。（事業者） 

飲食店の運営に関する屋外のリスクについて、テ

ナントに貸し出すのは屋内だけなので、テラス席に

ついては施設管理者側に管理権限があります。管

理者が定めたルールに従ってもらうため、配慮する

時間帯や窓の開け閉めについても、指示により従っ

てもらうことは可能です。（事業者） 
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10 校庭のロープについては、やはり安全面

からフェンスで囲った方が良い。昼間はタク

シーの休憩所になっている。２４時までオー

プンしていると、今以上に人が増えることに

なり、安全面や路上駐車の増加などが懸念

される。 

ロープによる安全面については、ご心配なことは

起こらないとは想定していますが、ご意見として賜り

ましたので、より安全に運営できるよう検証してまいり

ます。（事業者） 

11 グラウンドの植木について、埃対策はど

うするのか。小学校校庭からの埃がすご

い。植栽は良いが、埃対策はどうするの

か。 

グラウンドの埃について、管理者が適切に管理す

ることで埃が舞うことがないようにしていきます。（事

業者） 

グラウンドについては砂が舞わないような仕様とな

っています。植栽部分はチップを撒いたり、今後は

芝生を植えることで、テラス席でも砂埃が入らないよ

うな仕様にしていく予定です。（事業者） 

12 前回参加し、屋上の目隠しを依頼した件

について、早速対応いただいたが、現状は

簡易的なものであるため、今後ちゃんとし

たものを設置するのか。 

屋上の目隠しについては、現状は簡易的に設置

しているものとなります。将来的にどうするかはフェン

スの形状などを踏まえて検証し、最終的な設置に向

けて検討していきます。（事業者） 

13 アルコールをテイクアウトする場合、グラ

ウンドで飲むことが考えられる。営業細則に

は必ず時間で決めていただき、マンション

側に見せてほしい。 

 

 ブリュワリーから提供されるテイクアウトで

きるアルコールは、校庭では飲めないとい

うことでよいか。２４時まで校庭で飲む人が

自然発生的に増加する可能性については

どう考えているのか。 

大声を出して騒ぐような形態は考えていないた

め、明確に時間を決めて営業細則で定めるというこ

とは、現時点では想定していません。（事業者） 

 

 

ブリュワリーの営業時間についてはまだ定まって

いません。購入された方がテラス部分等で飲むこと

はあり得ると認識しています。施設の在り方・運用面

で考えると、人が大勢集まって大騒ぎするといったこ

とは想定していないため、営業細則で時間を明確に

定めるということまでは現時点では考えていません。

（事業者） 

14 ２４時以降にマンション前を通っていく際

に、マンション前にたむろされることが想定

され、路上飲みされることを非常に懸念し

ている。醸造所がなければまだ良い。テラ

スは閉め、固定席での飲食のみに限るなら

限界は見えるが、テイクアウトできるアルコ

ールを販売し、テラスを開放して、それが２

４時まで利用できるといいながら、大騒ぎを

想定していないというのは矛盾している。こ

ちらからクレームを入れない限り、動かない

ということか。 

 我々としても、クレームを頂く前に対応させていた

だくため、施設内には事務局の人間が毎日常駐し

ており、警備員からのヒアリングも毎日行う予定で

す。また、出店者とのコミュニケーションも密にとって

いきたいと考えていますので、問題が起きた際には

すぐに対応していきます。当然、警備員が施錠の際

には見回りを行いますので、施設周辺でたむろする

などがあれば適切に注意し、そういったことがないよ

う十分に注意しながら運用を進めていきます。（事業

者）。 
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15 防犯カメラがグラウンドに２つしかない

が、東の道路側にも設置することで抑止力

になる。防犯カメラの設置数を増やすことで

騒ぐといったことが抑止できる。 

 防犯カメラについて、マンション側に面したところに

も設置を計画しており、問題が起こらないような抑止

対策を整えてまいります。（事業者） 

 

16 以前の説明では、警備員は２２時までで

営業は２４時までという回答だったが、警備

員は２４時までに変わったということでよか

ったか。 

前回の説明時は警備計画がはっきりと定まってい

ませんでしたが、警備員による見回りと施錠を２４時

ということで考えています。（事業者） 

17 店舗は２４時に終了となり、店舗の利用

者もそこで退去するが、オフィス利用者は２

４時間利用となるが、どこから出入りするの

か。 

 

オフィス利用者が校庭側のロープ部分か

ら 24 時以降に出入りすることはありうるの

か。出入りできるとなると、ロープをしていて

も勘違いして部外者が入ってくることが考え

られる。 

 校舎棟北側に専用通用口を設け、施設東側にあ

る通用門からの出入りを考えています。（事業者） 

 

 

 

校舎の南側は全て施錠するため、オフィス利用者

は校庭側からの出入りはさせない運用となります。

（事業者） 

18 世田谷らしさという抽象的な表現ではな

く、もう少し具体的に言ってほしい。飲食が

５店舗入るとのことだが、中身が分からない

と安心には繋がらない。説明がない残りの

店舗はどんな内容なのか。何故２４時まで

営業するのかという点について、営業時間

はまだ決まっていないとのことだが、２４時

まで営業したいという店があるのか。 

 店舗とは最終時間について現状まだ詰め切れて

いません。また、他のテナントの状況については、契

約等の手続き上、現時点でこれ以上は申し上げら

れません。ご理解いただければと思います。（事業

者） 

19 経済振興という名のもとに醸造所を入れ

ることは非常に面食らった。区が入るから安

心かといわれると、安心でないからこういっ

た話になっている。 

何時までやるか決まっていないとのこと

だが、運営者側が営業時間を決められるの

ではないか。実際に入る店舗と相談とのこ

とだが、相談という形で動かす気がなく、２４

時までやるということしか見えてこない。何

故この地域で２４時までやることにこだわる

のか。隣の球場で野球をやった人がアルコ

ールを買いに来ることは考えられる。そもそ

もの運用の仕方をしっかりと考えるべきであ

る。 

 

 この施設では、地域に開かれたというコンセプトを

一つの柱としています。２４時という時間にこだわっ

ているわけではなく、可能性として２４時までの営業

があり得るという線であることは区としても事業者と合

意しているところですが、悪意のある人に対しては、

営業細則や防犯カメラなどで毅然と対応していくと

いう認識に変わりはありません。（世田谷区） 
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 悪意がないとしても、２４時までビールを

売っているところで、飲んで大きな声が出

ないと考えている方が間違っている。 

 

 

 室内であればまだ分かるが、テイクアウト

して広場で飲めるとなれば、時間について

は相当考えていただかないとコントロール

は効かない。テイクアウトした人が敷地外で

騒ぐことは容易に考えられる。 

 

同じ人が繰り返しやるのであれば、警備

員が見つけて厳重注意する対応は出来る

と思うが、不特定多数による問題が無数に

発生した場合、それを取り締まることは不可

能。世田谷公園にスケートボード場があり、

外では乗ってはいけないとあるが、実際に

は乗っている。同じことがここでも特定の人

ではなく、不特定多数の人で考えられる。

売る時間を制限する以外に対応できるの

か。 

外から買ってきたものについて取り締まることは出

来ませんが、ここで販売するものについてはそのよう

なことを起こさないように販売、運営を行っていただ

くように考えています。（世田谷区） 

 

警備員の見回り、防犯カメラで、そういった事象が

起こり得ることが露見した場合には、厳正に対応して

まいります。（世田谷区） 

 

販売時間を仮に制限したとしても、そういった行

為が必ず無くならないかというような保証はないと思

っております。（世田谷区） 

20 公権力と個人の平穏に住む権利の衝突

の場合、公権力が緊急避難等の際は、バ

ランスとして個人が甘受すべき度合が高ま

るが、今回の区側が行使しようとしているの

は経済的営業を設けるためであるため、バ

ランスを考える際には、我々が平穏に暮ら

す権利の方が価値が高いと判断される。平

穏に暮らすために必要な時間的制限につ

いて何時かと考えた場合、一般的に、例え

ば労働基準法であれば２２時～朝５時が深

夜残業となっていることから、２２時から朝５

時までは平穏に暮らすために普通の人が

寝る時間なので、２２時までにするとか、い

くらなんでも２４時は遅すぎる。 

区側で人権を侵害する可能性がある行

為だということを認識し、法令違反、憲法違

反にならない時間は何時かということを判

例等から調べて考えるべき。 

ご指摘の点について、区側でもきちんと確認させ

ていただきます。（世田谷区） 
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21 施設南側の道路について、小学生の通

学路になっている。池尻小学校はＢＯＰが

あり、夕方に一人で児童が帰る道である。

また、中学受験をされる子どもは２２時くら

いに帰宅することもある。交番があるから安

心だと考え、この道を使っている。その道に

面している通りで、アルコールを提供し、広

場で飲めることになる。海外では屋外では

飲めないといったルールが出来ている。子

どもが帰る通学路が元々あったことを踏ま

えて、広場では飲まずに店舗内で飲むとい

ったことを考えるべき。先ほど事務局は想

定していないと言っていたが、何か起こっ

ても想定していなかったという答えが返って

くる。小学校の通学路ということも踏まえて、

事務局だけでなく世田谷区としても、考え

ていただきたい。 

 通学路であることは承知しておりますので、ご質問

のあった件も踏まえて区の方でも、もう一度確認して

まいります。（世田谷区） 

 我々も近くで長く商売をしており、小学生が帰る時

間や、それを見守っている方々がいることも承知して

おり、見守り活動に参加もさせていただいておりま

す。地域の一員として、近隣の小中学生の見守りや

学びを一緒に出来ればと思います。池尻小学校と

は、商店街の色々なお店を巡るツアーで協力を頂

いており、そういった形でも一緒の取組が出来れば

と思います。また、施設南側には、１０年ほど前に商

店街で街路灯を２基設置しました。そういった取組を

含めて、地域の方と一緒にここを安全に暮らせるよう

にしていきたいと考えています。（事業者） 

22 世田谷らしいお店についてだが、２４時

までやるビールの醸造所は驚いた。酔っぱ

らった人がフェンスを乗り越えることも考え

られる。 

２４時まで醸造所を営業することは決まっているわ

けではなく、可能性としてということでご理解いただ

ければと思います。最大２４時までやる可能性がある

中で、詳細を詰めているところです。（事業者） 

23 計画の詳細を知りたい場合は、どう調べ

ればよいか。 

区ホームページで産業活性化拠点を調べても、

最新の資料のみが出てくるだけとなっております。

今後、施設専用のホームページを立ち上げる予定

ですので、出来次第告知いたします。（世田谷区） 

24 池尻中学校を何も使わないよりは産業活

性化拠点として使っていただきたい。 

一方で、アルコールの提供について、秩

序が乱れる可能性に対してもう少し考えて

いただきたい。現状、テイクアウトのものが

敷地内のどこでも飲めるということなので、

飲める範囲は区切っていただきたい。 

たばこは全面禁煙で喫煙所はないとのこ

とだが、たばこを吸う人はどこでも強引に吸

う可能性はあるため、それならば吸える場

所を区切って設けたほうがまだ良いのでは

ないか。 

また、路上駐車が増える可能性を懸念し

ている。現状、タクシーが道の両脇に路駐

しており、ロープだと彼らが入ってきて、彼

らが休む格好の場所になってしまうのでは

路上駐車の問題については、世田谷ものづくり学

校時代から懸念していました。以前からたばこやゴミ

のポイ捨てなどの問題があり、近隣の交番と連携を

取りながら対策を考えていきます。 

たばこについても、全面禁煙でより悪くなることも

懸念していますので、場合によっては施設内に喫煙

できる場所があったほうが良いのではないかというこ

とも考えています。 

飲酒の問題についても現時点で時間等を定めて

いるわけではないですが、場合によっては厳しくル

ーを設定することも含めて考えていきます。（事業

者） 

区としても、警察と連携して対応していきます。

（世田谷区） 

 



7 
 

ないか。運営の仕方を警察とも連携して行

っていただきたい。 

施設の東側も搬出入の車が深夜早朝に

止まっていることも考えられる。警備員だけ

でなく、警察とも連携して、エリアの活性化

していくうえで、うまく運用していっていただ

きたい。 

25 校舎屋上のマルシェについて、イベント

に含まれるのか、それともマルシェはやらな

いということか。 

 

 

 

利用時間及びアルコールの提供はどう

考えているか。 

 

 

 屋上について、マンションから近く、音もよ

く聞こえる。目隠しをしても、上の階から見

れば意味はない。利用時間として、日が暗

くなるまでといった通常考えられる時間及

びアルコールを提供しないなどについて検

討いただきたい。 

前回説明時のマルシェは不特定多数の方が来場

することを想定していましたが、不特定多数が来るイ

ベントは広場で行い、屋上で行うものは、特定の利

用者や事前予約された方のみに限って行うことを考

えています。（事業者） 

 

 具体的な時間及びアルコールの提供の有無につ

いては、まだ事業者と決め切れていません。（事業

者） 

26 太陽光パネルについて、影響は弱いと

言っているが、反射光が当たる想定となっ

ている。どれくらい影響があるのか、具体的

な説明が欲しい。我々がそれを許容する理

由は何か。 

 

太陽光パネルについては熱の懸念もあり、

また、感覚的な点については人それぞれ。

建物に住もうと思って見学に来た人が景観

を気にすることも考えられる。 

災害時に本当に電力を供給できるのか。パ

ネルの破損や体育館そのものへの影響が

生じていることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 太陽光について、実際に敷設するパネルと同じも

のが設置させている場所へ見学を行いました。そこ

での複数人での体感では、晴天時に近距離で見る

とまぶしいですが、２０メートル以上離れている場合

は気にならないだろうという感じは受けました。また、

運営事業者とも、現場確認も含めてヒアリングを何度

も重ねてきました。その中で、景観が損なわれること

により、地価が下がるといった事例について、我々

が調べた限りでは確認できませんでした。反射光が

距離を離れるほど分散するため、建物への影響も限

りなく少ないものと認識しています。大きな災害時に

は避難所の電力として使用できることに加え、脱炭

素の施策も踏まえて、区として必要であると認識して

いるため、推進していきたいと考えています。（世田

谷区） 
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体育館棟屋上に設置する際に過積載を

想定したか。また、パワーコンディショナー

などの付属設備の設置について、設置場

所と管理について教えてほしい。 

 

 夜間や風向きによって騒音に当たる可能

性があるため、きちんと測定して対策をして

ほしい。 

今回、蓄電池は設けない予定です。変電設備に

ついて実際に稼働している場面を確認しましたが、

著しく騒音が発生するといったことはありませんでし

た。災害時の給電は、パネルにプラグを設置するこ

とで給電できる仕組みとなっています。震災時にパ

ネルそのものが破損する可能性は当然ながらゼロで

はないです。パワーコンディショナーの設置位置に

ついては、屋上南側の壁に敷設する予定です。（世

田谷区） 

27 施設運営を２４時まで営業する必要性に

ついて区から説明してほしい。 

 

２４時まで必ずしもやらなくてよいというこ

とであれば、世田谷公園と同様に時間帯を

２１時までで検討いただきたい。 

 営業時間について、２４時ありきで行っていきたい

とは考えていません。最大２４時まで行う可能性があ

るということを申し上げており、区として何としても 24

時までやりたいというようなことではありません。（世

田谷区） 

28 ビールの醸造所について、入れようと思

った理由は何なのか。 

 

 こちらから声をかけたわけではなく、事業

者からやりたいという声があり、それを検討

しているということか。 

 

 隣が小学校であり、ビールを作るだけで

なく、それを販売し、外でも飲めるということ

については、必要性を感じないし、子ども

の教育上も良くない。外で飲むことはやめ

ていただきたいし、それについてもしっかり

と考えていただきたい。 

クラフトビールが注目されて需要が伸びている状

況で、池尻でやりたいという入居希望があり、応援し

てあげたいという形です。（事業者） 

 

その通りです。（事業者） 

 

29 運営委員会のメンバーは決まっているの

か。 

 

学識者や犯罪に詳しい方を入れて検討

していただきたい。今の運営委員会メンバ

ーでは、基本的に推進する意見しか出な

いため、今のメンバーで検討された意見は

信じられない。警察で犯罪に詳しい方や、

産業の面だけはなく、都市運営に詳しい学

識経験者を入れた運営委員会で検討いた

だきたい。 

施設の管理運営について、警備員が２４

時間常駐するわけではないため、施設外

運営委員会のメンバーについては、方方株式会

社から２名、小田急電鉄株式会社から１名、区から３

名の６名で構成されています。（世田谷区）。 

 

運営委員会について、警察からも話を伺い、まち

づくりの観点や学識者等の意見を聞いたうえで施設

運営を進めていきます。（世田谷区） 

 



9 
 

や外回りに人が滞留しないよう常時監督し

ていただきたい。安心・安全な環境を守っ

ていただきたい。また、具体的な管理運営

について、記録にして提供いただきたい。 

30 この施設の目的は何か。開かれた場所

を作るということだが、それは何のためか。 

 

 目的は適切だと思うが、区内産業育成

を行う理由は区の財政改善などである。区

は住民の福祉のためにある原則を考えて

いただき、そのうえでこの施設が適切な運

営をされているかを考えれば、出る答えは

違うと考えることから、改めて検討いただき

たい。 

 元々、世田谷ものづくり学校として、区内産業の振

興を目的に運営してきました。ですがその間、もの

づくりだけが経済振興ではないと社会情勢が変化し

たことから、それに合わせる形で、ものづくりに特化

するだけではなく、様々な経済産業を振興するため

の拠点とし、それに付随して開かれた場もコンセプト

の１つに入れています。そのため、元々の目的は、

経済産業振興の施設として、それを全区に波及させ

ていくことが目的となります。（世田谷区） 

31 校庭でのイベントはどれくらいの回数を

想定しているのか。 

 

 

 

 心配なのが、自転車での来場者が多いこ

とで、駐輪場はあるのか。敷地内だけきれ

いにするのではなく、外に駐輪させないよ

う、管理をどうするのか。 

 

 

 

 

現在、想定している駐輪場は何台くらい

か。 

 

 

 イベント時に人が来ると思うので、集客の

状況を踏まえて、外に出ない形で管理する

ようにお願いしたい。 

 まだ計画段階で具体的に決まっているわけではな

いですが、月１回程度から小さいものを毎週開催す

るなどを行いながら、周りへの影響などを見定めな

がら計画していこうと想定しています。（事業者） 

 

イベントの規模・集客予想に応じて、来場者の自

転車管理の必要性があることは認識しています。世

田谷公園でのイベントでも、大きいイベントの際には

駐輪場をさらに増やして対応していることもあるた

め、常設の駐輪場だけでは足りない場合には、臨時

の駐輪場を設けるといった対応は当然にあると考え

ています。（事業者） 

 

校舎北側は入居者用を想定しています。来場者

向けとして広場に２カ所駐輪場を用意し、トータル６

０台ほど駐輪可能となります。（事業者） 

 

南側の通りは狭いことから、そこに自転車が止めら

れないよう、また、それ以外の部分についても十分

注意してまいります。（事業者） 

32 飲食店が５店舗とのことだが、将来的に

は何店舗を計画しているのか。 

 

 調理時の匂いがマンション側に入ってくる

ことを懸念している。施設側はこの点に対

する対策に神経を使っていただきたい。 

 醸造所について、区ではクラフトビールを

飲食店については、施設の性質上、最大５店舗ま

でとなっています。（事業者） 

 

匂いの件及びアルコールの懸念について、皆様

からご心配の声を頂いており、十分配慮し注意して

運用してまいります。（事業者） 
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経済産業にしていきたいとのことだが、砧

に小学校の通りに地ビール屋がある。そこ

では、夕方以降になると、若者が集まって

ラッパ飲みし、翌朝、ごみが散乱している。

この施設でもないとは言い切れない。環

境・リスクを見たうえで、醸造所をどうするか

を良く考えていただきたい。 

33 校舎の各教室は再利用される計画はある

のか。 

 教室の利用については、２階をコワーキングス

ペース、スクール事業、及び子どもの学びの場とし

て使用する予定です。３階はスモールオフィスとし

て、これから創業する方や創業間もない方へ貸し出

す予定です。（事業者） 

34 グラウンドの照明は何時まで点灯してい

るのか。 

 まだ時間までは決まっていませんが、閉鎖の時間

に合わせて暗くする予定です。真っ暗にするか、少

し暗くする程度なのかは安全面・警備面も踏まえ、

現場を確認しながら決めていきます。（事業者） 

35 騒音調査について、管理者として自主

的・定期的に行っていただきたい。 

臭いについて、窓を閉めて調理時の臭

いが漏れないよう気を配っていただきた

い。 

不審者対策について、誰が通報するの

か。管理者がいないタイミングでは、近隣

住民に通報を委ねるつもりなのかを懸念し

ている。子どもが多く住んでいるマンション

であり、帰路について、子どもと来場者がか

ち合う可能性が高い。来場者と子どもとのト

ラブルが怖いので、来場者が帰る際にトラ

ブルがないように、区がしっかり考えていた

だきたい。 

マンションの西側とエントランス側に座れ

るスペースがあり、騒ぐ場所ではないため、

人が滞留しないよう、しっかり監視していた

だきたい。住宅地であり、良い居住環境だ

と考えて皆が住んでいる。平和な住環境に

ついて、区としてもよく考えていただきた

い。 

マンション周辺は費用を出して清掃してい

る。ごみが増えることは絶対に避けていた

だき、施設外にごみを持ち出さないようにし

ていただきたい。 

 頂いた意見に関して、区として考えるとともに、事

業者側にも共有し、施設周りの見回りについてもき

ちんと考えてまいります。（世田谷区） 
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36 ７月から飲食店が始まった以降、こういっ

た説明会の場を希望した場合は設けてい

ただけるよう約束してほしい。スタートした

後も、こちらから希望した場合はこういった

機会を設けていただけることを約束頂ける

か。 

 今この場で具体的には約束できませんが、近隣の

皆様のお話を伺うようななにかしらのものは考えてい

きたいと思います。（世田谷区） 

37 何か意見があった際の窓口はどこになる

のか。 

個別的・突発的なことに関しては、事務局までご連

絡いただければ、速やかに対応させていただきま

す。それ以上の大きな問題、簡単に解決できないよ

うな事案が起こった場合は、世田谷区と相談して対

応してまいります。（事業者） 

38 運営委員会は何を決めているのか。どれ

くらいの頻度でやっているのか。 

 

 

 

 

 

運営委員会が知らなかったということは

基本的にはないという認識で良いか。 

 

イベントについて回数を増やしていくとな

った際、妥当な開催頻度や、近隣への影

響について把握されているという理解で良

いか。 

運営員会の役割について、施設の事業計画の決

定の場であるとともに、例えば、近隣に大きな影響を

及ぼす可能性がある事業の際は、運営委員会に諮

って決定していく仕組みとなっています。また、テナ

ント事業者について決定するのも運営委員会の場と

なります。（世田谷区） 

 

大きな決定事項に関しては運営員会で決めること

になっています。（世田谷区） 

 

軽微なイベントは別ですが、事業計画を決定する

際は運営委員会で決定となるため、大きなイベント

は運営委員会で決めると考えていただいてよいで

す。（世田谷区） 

39 事業計画を作るということは評価をすると

いうことだと思うが、評価時に近隣住民との

関係でうまくやっているかについても評価

項目に入れていただきたい。 

事業評価については、運営委員会とは別に評価

委員会を立ち上げ、外部の有識者も入れて評価を

行っていきます。ご指摘の視点も考慮してまいりま

す。（世田谷区） 

40 民主主義の賛同があるからやって良いと

いうのは確かかもしれないが、民主主義で

過半数の賛成がある事業だからといって、

周りに住む平穏な少数派の人権を侵害し

ていいことではない。それをするのであれ

ば、裁判で差止めするしかなくなるため、そ

ういう状況が起こらないように対話をしてい

ただき、民主主義の賛同があるから良いと

いう風に思い込みすぎないようにしていた

だきたい。先ほどの事業評価の項目に、近

隣住民とうまく出来ているかを入れることに

も繋がるので、区の事業だということも我々

経済発展しさえすれば、近隣に迷惑をかけてよい

とは一切考えていませんので、そういった視点も含

めて、評価は適切に行っていただくことを評価員会

の方にも伝えてまいります。（世田谷区） 
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も理解したうえで、強く求めたい。 

41 運営委員会で事業の計画を決定する場

合も、評価委員会に入るような有識者の人

をメンバーに入れてほしい。実際に事業を

実施した後に評価がダメだったとしても、最

初からきちんと評価しておけばよかったわ

けで、そういったことが評価できる委員を運

営委員会にも入れることを検討いただきた

い。 

運営委員会については、必要に応じて専門家を

入れることも要綱に含まれているため、参考にしてま

いります。（世田谷区） 

 


